
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地震に伴う「経済上の理由」により休業を余儀なくされた事業

所の事業主が、労働者に休業手当を支払った場合、雇用調整助

成金を利用できます（熊本地震の影響による休業であれば熊本

県以外の事業所でも利用できます）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地震により休業している事業主・労働者の皆様へ 

～休業や一時離職する場合の給付金のお知らせ～ 

 

○ 雇用保険に６ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象です。 

○ 熊本県内の事業所が災害により、休止・廃止した場合が対象です。 

○ 災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワ

ークに来所できないときは、お近くのハローワークで手続きが可能です。 

（受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きできます。ハローワークにご相

談ください。） 

※制度利用に当たっての留意事項 

本特別措置制度を利用して、失業給付の支給を受けた方については、休業が終了

し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であっ

た期間は通算されませんので、制度利用にあたっては、ご留意をお願いします。 

詳細な内容や、お困りのことがあれば、裏面へご相談ください。 

②地震に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合 

 

○ 労働者に支払った休業手当相当額の２／３（中小企業の場合）を助成します。 

○ 地震に伴う「経済上の理由」とは、例えば次のような場合が該当します（なお、地震

による事業所・設備の損壊を直接的な理由とした休業は対象となりません） 

・ 取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない場合 

・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合 

・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合 

・ 風評被害により、観光客が減少した場合 

 

① 熊本県内の事業所が地震により直接被害を受け、労働者 

が休業又は一時離職する場合 
 

地震の時点で熊本県内の事業所で勤務していた方が、災害により休業

した場合や一時的に離職した場合（雇用予約がある場合も含みます）は、

雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。 
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愛知労働局管内ハローワーク一覧表 

① 事業所が地震により直接被害を受け、労働者が一時離職する場合【雇用保険特例措置】   

 

② 地震に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合【雇用調整助成金】 

労働局・ハローワーク  所在地            （郵便番号）   電話番号 

愛知労働局職業安定部 

職業安定課 

名古屋市中区栄 2－3－1       （〒460-0008） 

名古屋広小路ビルヂング 15 階  

 

052-219-5506 

 

ハローワーク名古屋中 名古屋市中村区名駅南 1－21－5   （〒450-0003） 052-582-8171 

ハローワーク名古屋南 名古屋市熱田区旗屋 2－22－21    （〒456-8503） 052-681-1211 

ハローワーク名古屋東 名古屋市名東区平和が丘 1－2        （〒465-8609） 052-774-1115 

ハローワーク豊橋 豊橋市大国町 111 豊橋地方合同庁舎 1階 （〒440-8507） 0532-52-7191 

ハローワーク岡崎 岡崎市羽根町字北乾地 50－1 岡崎合同庁舎 1階（〒444-0813） 0564-52-8609 

ハローワーク一宮 一宮市八幡4－8－7  一宮労働総合庁舎内 （〒491-8509） 0586-45-2048 

ハローワーク半田 半田市宮路町 200－4 半田地方合同庁舎１階（〒475-8502） 0569-21-0023 

ハローワーク瀬戸 瀬戸市東長根町 86                  （〒489-0871） 0561-82-5123 

ハローワーク豊田 豊田市常盤町 3－25－7              （〒471-8609） 0565-31-1400 

ハローワーク津島 津島市寺前町 2－3              （〒496-0042） 0567-26-3158 

ハローワーク刈谷 刈谷市若松町 1－46－3              （〒448-8609） 0566-21-5001 

ハローワーク碧南（出張所） 碧南市浅間町 1－41－4              （〒447-0865） 0566-41-0327 

ハローワーク西尾 西尾市熊味町小松島 41－1           （〒445-0071） 0563-56-3622 

ハローワーク犬山 犬山市松本町 2－10                 （〒484-8609） 0568-61-2185 

ハローワーク豊川 豊川市千歳通 1－34                 （〒442-0888） 0533-86-3178 

ハローワーク蒲郡（出張所） 蒲郡市港町 16－9                   （〒443-0034） 0533-67-8609 

ハローワーク新城 新城市西入船 24－1                 （〒441-1384） 0536-22-1160 

ハローワーク春日井 春日井市大手町 2－135              （〒486-0807） 0568-81-5135 

労働局・ハローワーク  所在地            （郵便番号）  電話番号 

愛知労働局職業安定部

職業対策課  

あいち雇用助成室 

名古屋市中区栄 2－3－1      （〒460－0008） 

名古屋広小路ビルヂング 11 階 

 

052-219-5518 

 


